
告 示

�愛媛県告示第１４２７号
森林整備工事に係る競争入札等の参加者の資格及び資格審査に関する要綱（平成１５年５月愛媛県告示第１２５０号）の一部を次のように改正

し、告示の日から施行する。

改正後の森林整備工事に係る競争入札等の参加者の資格及び資格審査に関する要綱（以下「改正後の要綱」という。）の規定は、平成２３

年度以後の森林整備工事に係る競争入札等に参加する者に必要な資格及び資格審査について適用し、平成２２年度の森林整備工事に係る競争

入札等に参加する者に必要な資格及び資格審査については、なお従前の例による。

平成２３年度及び平成２４年度の森林整備工事に係る競争入札等に参加する者に必要な資格及び資格審査についての改正後の要綱第２条第２

項第３号、第３条第２項第６号及び様式第１号の規定の適用については、改正後の要綱第２条第２項第３号中「実施している」とあるのは

「実施し、又は当該特別徴収の実施を誓約している」と、改正後の要綱第３条第２項第６号及び様式第１号注３�中「実施を証するスタン
プ」とあるのは「実施又は実施の誓約を証するスタンプ」とする。

平成２２年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（資格）

第２条 省略

２ 前項の規定による審査（以下「資格審査」という。）は、次に

掲げる要件のすべてを満たす者でなければ、受けることができな

い。

� 県税全税目について未納がないこと。

� 所得税又は法人税及び地方法人特別税（本県分に限る。以下

同じ。）並びに消費税について未納がないこと。

� 個人の県民税及び市町村民税（給与所得に係るものに限る。

以下「個人住民税」という。）の特別徴収の対象となる者に給

与の支払を行っている場合にあっては、当該特別徴収を実施し

（資格）

第２条 省略
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ていること。

（資格審査の申請）

第３条 資格審査 を受

けようとする者は、随時、競争入札等参加資格審査申請書（様式

第１号）を知事に提出することができる。ただし、別に定める期

間内に提出するよう努めるものとする。

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。

�・� 省略

� 省略

� 独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する林業退職金共

済若しくは中小企業退職金共済又はこれらと同程度以上の退職

金共済の加入証明書

� 次に掲げる財務に関する書類（審査基準日の直前２年間に行

った決算に係るものに限る。）

ア・イ 省略

ウ 株主資本等変動計算書又は剰余金処分案若しくは損失処理

案

� 県税（地方消費税を除く。）及び地方法人特別税について未

納がない旨の証明書（個人住民税の特別徴収の対象となる者に

給与の支払を行っている場合にあっては、当該特別徴収の実施

を証するスタンプの押されたものに限る。）

� 所得税又は法人税並びに消費税及び地方消費税について未納

がない旨の証明書

（変更等の届出）

第６条 資格者は、次に掲げる事項について変更があったとき、又

は事業を休止し、若しくは廃止したときは、速やかに、競争入札

等参加資格審査申請書記載事項変更等届出書（様式第２号）を知

事に提出しなければならない。この場合において、第１号から第

３号までに掲げる事項（主たる事務所又は事業所の電話番号を除

く。）について変更があった資格者はその者の登記事項証明書

を、第５号に掲げる事項（実印に限る。）について変更があった

資格者は印鑑証明書を添付しなければならない。

�～� 省略

� 技術職員の氏名又は法令による免許等

様式第１号（第３条関係） 競争入札等参加資格審査申請書

（資格審査の申請）

第３条 前条の規定による審査（以下「資格審査」という。）を受

けようとする者は、随時、競争入札等参加資格審査申請書（様式

第１号）を知事に提出することができる。ただし、別に定める期

間内に提出するよう努めるものとする。

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。

�・� 省略

� 次に掲げる税目について未納がない旨の証明書

ア 県税全税目及び地方法人特別税

イ 法人税（県外に主たる事務所又は事業所を有する法人に限

る。）

ウ 消費税

� 省略

� 勤労者退職金共済機構 の実施する林業退職金共

済若しくは中小企業退職金共済又はこれらと同程度以上の退職

金共済の加入証明書

� 次に掲げる財務に関する書類（審査基準日の直前２年間に行

った決算に係るものに限る。）

ア・イ 省略

ウ 利益金処分計算書

（変更等の届出）

第６条 資格者は、次に掲げる事項について変更があったとき、又

は事業を休止し、若しくは廃止したときは、速やかに、競争入札

等参加資格審査申請書記載事項変更等届出書（様式第２号）を知

事に提出しなければならない。この場合において、第１号から第

３号までに掲げる事項（主たる事務所又は事業所の電話番号を除

く。）について変更があった資格者はその者の登記事項証明書

を、第５号に掲げる事項（実印に限る。）について変更があった

資格者は印鑑証明書を添付しなければならない。

�～� 省略

様式第１号（第３条関係） 競争入札等参加資格審査申請書

省略 省略

注１ 省略

２ �及び	の欄は、経営業務管理責任者又は技術職員が森林

整備工事に係る競争入札等の参加者の資格及び資格審査に関

する要綱（平成１５年５月愛媛県告示第１２５０号）第２条第１項

第１号の表の左欄に掲げる要件を満たすことについて詳記す

ること。

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略

注１ 省略

２ �及び	の欄は、経営業務管理責任者又は技術職員が森林

整備工事に係る競争入札等の参加者の資格及び資格審査に関

する要綱（平成１５年５月愛媛県告示第１２５０号）第２条第１号

の表の左欄に掲げる要件を満たすことについて詳記す

ること。

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略

� 次に掲げる税目について未納がない旨の証明書

ア 県税全税目及び地方法人特別税

愛 媛 県 報平成２２年１２月２４日 第２２３０号

９６４
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�愛媛県告示第１４２８号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２６条の３の規定により告示する。

平成２２年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

（南予地方局管内）

御荘加入区

�������
�愛媛県告示第１４２９号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成１８年１２月愛媛県告示第１８０３号）による保険

に付すべき義務は、平成２２年１２月２３日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２６

条の３の規定により告示する。

平成２２年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

（南予地方局管内）

御荘加入区

�������
�愛媛県告示第１４３０号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松前町長から次のとおり公共測量を実

施する旨の通知があった。

平成２２年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（都市計画図修正）

２ 作業期間 平成２２年１２月２４日から

平成２３年３月２５日まで

３ 作業地域 松前町

�������
�愛媛県告示第１４３１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、今治広域都市計画公園事業５・５・５今治西部丘陵公園（今治

市施行）の事業計画の変更を次のように認可した。

平成２２年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

平成１２年１１月２１日から

平成２７年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

なし

� 省略

� 独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する林業退職

金共済若しくは中小企業退職金共済又はこれらと同程度以

上の退職金共済の加入証明書

� 次に掲げる財務に関する書類（審査基準日の直前２年間

に行った決算に係るものに限る。）

ア・イ 省略

ウ 株主資本等変動計算書又は剰余金処分案若しくは損失

処理案

� 県税（地方消費税を除く。）及び地方法人特別税につい

て未納がない旨の証明書（個人住民税の特別徴収の対象と

なる者に給与の支払を行っている場合にあっては、当該特

別徴収の実施を証するスタンプの押されたものに限る。）

� 所得税又は法人税並びに消費税及び地方消費税について

未納がない旨の証明書

イ 法人税（県外に主たる事務所又は事業所を有する法人

に限る。）

ウ 消費税

� 省略

� 勤労者退職金共済機構 の実施する林業退職

金共済若しくは中小企業退職金共済又はこれらと同程度以

上の退職金共済の加入証明書

� 次に掲げる財務に関する書類（審査基準日の直前２年間

に行った決算に係るものに限る。）

ア・イ 省略

ウ 利益金処分計算書

�愛媛県告示第１４３２号
次のとおり落札者を決定した。

平成２２年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛 媛 県 報平成２２年１２月２４日 第２２３０号

９６５
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�愛媛県告示第１４３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

四国中央市妻鳥地区土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び

退任した旨の届出があった。

平成２２年１２月２４日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

就 任

退 任

�愛媛県告示第１４３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

顕微赤外分光光度計 ２式
愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２２年１２月１５日
株式会社北浜製作所松
山営業所
愛媛県松山市空港通七
丁目１４番４号－１０２

２０，７９０，０００円 一般競争入札 平成２２年１０月２９日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 内 海 敏 雄 四国中央市妻鳥町２２０１番地

〃 高 橋 裕 四国中央市妻鳥町２３３９番地

〃 南 敏 雄 四国中央市妻鳥町２５６６番地の１

〃 井 川 眞 治 四国中央市妻鳥町２６７０番地

〃 石 村 廣 美 四国中央市妻鳥町１８４１番地の１

〃 篠 原 茂 市 四国中央市妻鳥町１３６６番地

〃 石 川 雅 弘 四国中央市妻鳥町１４８２番地の６

〃 渡 辺 勝 昭 四国中央市妻鳥町１５１５番地

〃 篠 原 紀 文 四国中央市妻鳥町１０５０番地の２

〃 井 川 幸 彦 四国中央市妻鳥町９２５番地

〃 石 川 茂 四国中央市妻鳥町４２４番地の３

〃 横 尾 昇 四国中央市妻鳥町３９６番地

〃 守 谷 幸 茂 四国中央市妻鳥町１２４番地

〃 森 實 重 隆 四国中央市妻鳥町７２番地の１

〃 白 川 満 男 四国中央市川之江町６０番地の２

監 事 石 川 義 照 四国中央市妻鳥町９１８番地の１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 内 海 敏 雄 四国中央市妻鳥町２２０１番地

〃 高 橋 裕 四国中央市妻鳥町２３３９番地

〃 南 敏 雄 四国中央市妻鳥町２５６６番地の１

〃 南 新太郎 四国中央市妻鳥町２８４３番地の２

〃 石 村 廣 美 四国中央市妻鳥町１８４１番地の１

〃 篠 原 茂 市 四国中央市妻鳥町１３６６番地

〃 石 川 雅 弘 四国中央市妻鳥町１４８２番地の６

〃 渡 辺 勝 昭 四国中央市妻鳥町１５１５番地

〃 篠 原 良 孝 四国中央市妻鳥町１０５６番地の１

〃 篠 原 繁 樹 四国中央市妻鳥町９３０番地の６

〃 石 川 和 彦 四国中央市妻鳥町９１４番地の４

〃 篠 原 祥 一 四国中央市妻鳥町３１２番地の１

〃 守 谷 幸 茂 四国中央市妻鳥町１２４番地

〃 森 實 重 隆 四国中央市妻鳥町７２番地の１

〃 白 川 満 男 四国中央市川之江町６０番地の２

監 事 石 川 義 照 四国中央市妻鳥町９１８番地の１

〃 井 川 眞 治 四国中央市妻鳥町２６７０番地

〃 石 川 博 之 四国中央市妻鳥町１２３２番地の１

〃 井 川 麻 夫 四国中央市妻鳥町２７１１番地

〃 石 川 博 之 四国中央市妻鳥町１２３２番地の１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線
西条市大保木字樫原辛１０９番１０から

同字辛１０６番１１まで
平成２２年１２月２４日

愛 媛 県 報平成２２年１２月２４日 第２２３０号
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�愛媛県告示第１４３８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市伊台土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があ

った。

平成２２年１２月２４日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

退 任

�������
�愛媛県告示第１４３９号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２２年１２月２４日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２２年１２月１５日

３ 指定道路の位置

伊予市下吾川字馬塚１２４１番３及び１２４２番７

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 １３．６４メートル

� 幅員 ４．００メートル

�愛媛県告示第１４３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４４０号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２２年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 石 信 夫 松山市上伊台町１３３番地

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 横浜生名港線

越智郡上島町生名１８８１番２地先から

同町生名１８８２番２地先まで
旧 ６．３～１０．８ ０．０４６

越智郡上島町生名１８８１番２から

同町生名１８８２番２まで
新 １０．８～１６．８ ０．０４６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 横浜生名港線
越智郡上島町生名１８８１番２から

同町生名２１０９番地先まで
平成２２年１２月２４日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治丹原線
今治市延喜字鳥ノ上甲３４２番５から

同市延喜字鳥ノ上甲３４２番５まで
平成２２年１２月２４日

愛 媛 県 報平成２２年１２月２４日 第２２３０号
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訓 令

�������
�愛媛県告示第１４４１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

大洲市土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業（県単

独補助土地改良事業（かんがい排水）・本郷地区）の施行を平成２２

年１２月１７日認可した。

平成２２年１２月２４日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�������
�愛媛県告示第１４４２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

大洲市土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業（県単

独補助土地改良事業（かんがい排水）・本村地区）の施行を平成２２

年１２月１７日認可した。

平成２２年１２月２４日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�愛媛県告示第１４４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第２２号
総 務 部

企 画 情 報 部

県 民 環 境 部

経 済 労 働 部

農 林 水 産 部

産業技術研究所

愛媛県ＥＶ開発推進班規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２２年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県ＥＶ開発推進班規程の一部を改正する訓令

愛媛県ＥＶ開発推進班規程（平成２２年愛媛県訓令第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職制）

第４条 省略

２ 班に副班長を置き、経済労働部管理局長 の職に

ある班員をもって充てる。

別表（第３条関係）

（職制）

第４条 省略

２ 班に副班長を置き、経済労働部産業支援局産業創出課長の職に

ある班員をもって充てる。

別表（第３条関係）

１ 省略 １ 省略

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲保内線
八幡浜市日土町６番耕地６６番１地先から

同市日土町６番耕地６６番１地先まで

旧 ５．２～１１．５ ０．０１４

新 ８．１～１１．５ ０．０１４

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－２１）第９０４号 平成２１年
１２月７日 �末廣建設 福岡三千雄 宇和島市保田甲９８３－５ 平成２２年

１１月１０日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般・特－１９）第１４０９号 平成１９年
９月１４日 �小泉建設 小泉 一子 南宇和郡愛南町船越２６５ 平成２２年

１１月１１日 管工事業、造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（特－１８）第６１６１号 平成１８年
４月２４日 三原設備� 三原 光孝 八幡浜市向灘２４５－３ 平成２２年

１１月１６日 管工事業、水道施設工事業 建設業の廃止
（一部）

愛 媛 県 報平成２２年１２月２４日 第２２３０号
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２ 経済労働部管理局長

３ 省略

４ 総務部管理局総務管理課長補佐（総務部長が指定するも

のに限る。）

５ 企画情報部管理局交通対策課長補佐

６ 県民環境部環境局環境政策課長補佐

７ 経済労働部管理局産業政策課長補佐（経済労働部長が指

定するものに限る。）

８ 経済労働部管理局企業立地推進室長補佐

９ 経済労働部管理局労政雇用課長補佐

１０ 省略

１１ 経済労働部産業支援局経営支援課長補佐（経済労働部長

が指定するものに限る。）

１２ 農林水産部農業振興局農産園芸課技術課長補佐（農林水

産部長が指定するものに限る。）

１３ 農林水産部水産局水産課技術課長補佐

１４ 産業技術研究所技術開発部長

１５ 省略

１６ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 経済労働部管理局産業政策課企業立地推進室資源エネル

ギー係長

５ 経済労働部管理局労政雇用課職業訓練係長

６ 経済労働部産業支援局産業創出課新事業支援係長

７ 経済労働部産業支援局産業創出課産学官連携係長

８ 経済労働部産業支援局経営支援課地域産業係長

９ 省略

１０ 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第２３号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２２年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

森

林

整

備

課

１～１４

省略

森

林

整

備

課

１～１４

省略

１５ 森林

整備工

事に係

る競争

１ 森林整備工事に係る競争

入札等の参加者の資格の認

定（森林整備工事に係る競

争入札等の参加者の資格及

○

愛 媛 県 報平成２２年１２月２４日 第２２３０号
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公 告

�公 告

平成２３年度及び平成２４年度において県が発注する森林整備工事

（造林及び保育並びにこれらに附帯する工事をいう。以下同じ。）

に係る一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の見積り（以下

「競争入札等」という。）に参加する者に必要な資格（以下「資格」

という。）並びにその審査の申請（以下「申請」という。）の時期

及び方法等を、次のとおり定めた。

平成２２年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 森林整備工事に係る競争入札等に参加することができない者

� 当該競争入札等に係る契約を締結する能力を有しない者及び

破産者で復権を得ない者

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２

項（同令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）

の規定により県の入札に参加させないこととされている者

２ 資格

� 競争入札等に参加することができる者は、森林整備工事に係

る競争入札等の参加者の資格及び資格審査に関する要綱（平成

１５年５月愛媛県告示第１２５０号）第４条第２項の規定により森林

整備工事競争入札等参加者名簿に登録された者とする。

� �の規定にかかわらず、資格審査を申請する日前２年間にお
いて、振り出した手形又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取

引を停止されている者は、資格を有しないものとする。

３ 申請の時期

平成２３年１月４日（火）から３１日（月）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。

なお、その後も、随時申請を受け付けるが、この場合には、競

争入札等に間に合わないことがある。

４ 申請書類の請求先、提出先及び提出方法並びに資格の審査結果

の通知

� 請求先

愛媛県農林水産部森林局森林整備課

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２―２６００

� 提出先及び提出方法

別表の提出先に持参して提出するものとする。

� 申請をした者には、資格の審査結果を競争入札等参加資格審

査結果通知書（別記様式）により通知する。

５ 資格の効力

資格は、平成２３年度及び平成２４年度の森林整備工事に係る競争

入札等について効力を有する。

６ 平成２５年度及び平成２６年度の資格審査

平成２５年度及び平成２６年度の森林整備工事に係る競争入札等に

参加する者の資格については、平成２４年１２月に公示を行う予定で

あるので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。

７ 問い合わせ先

愛媛県農林水産部森林局森林整備課治山係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２―２６００

入札等

参加資

格審査

に関す

る事務

び資格審査に関する要綱

（平成１５年５月愛媛県告示

第１２５０号）第２条第１項、

第４条）

２ 記載事項の変更並びに事

業の休止及び廃止の届出の

受理（森林整備工事に係る

競争入札等の参加者の資格

及び資格審査に関する要綱

第６条）

○

１６ 省略 １５ 省略

１７ 省略 １６ 省略

１８ 省略 １７ 省略

１９ 省略 １８ 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

愛 媛 県 報平成２２年１２月２４日 第２２３０号
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別表（４関係）

申 請 書 類 の 提 出 先 申 請 者 の 所 在 地

愛媛県東予地方局産業経済部森林林業課
〒７９１－０５０８
西条市丹原町池田１６１１番地
電話番号 ０８９８－６８－７４３８

新居浜市、西条市及び四国中
央市

愛媛県東予地方局産業経済部今治支局森林林業課
〒７９４－８５０２
今治市旭町一丁目４番地９
電話番号 ０８９８－２５－２１９３

今治市及び越智郡

愛媛県中予地方局産業経済部森林林業課
〒７９０－８５０２
松山市北持田町１３２番地
電話番号 ０８９－９０９－８７６７

松山市、伊予市、東温市及び
伊予郡

愛媛県中予地方局産業経済部久万高原森林林業課
〒７９１－１２０１
上浮穴郡久万高原町久万５７１番地の１
電話番号 ０８９２－２１－１２６５

上浮穴郡

愛媛県南予地方局産業経済部八幡浜支局森林林業課
〒７９６－００４８
八幡浜市北浜一丁目３番３７号
電話番号 ０８９４－２２－２０３１

八幡浜市、大洲市、西予市、
喜多郡及び西宇和郡

愛媛県南予地方局産業経済部森林林業課
〒７９８－８５１１
宇和島市天神町７番１号
電話番号 ０８９５－２２－３１６３

宇和島市、北宇和郡及び南宇
和郡
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別記様式（４関係） 競争入札等参加資格審査結果通知書

競 争 入 札 等 参 加 資 格 審 査 結 果 通 知 書

第 号

年 月 日

商 号 又 は 名 称

代 表 者 又 は 個 人 の 氏 名 様

愛 媛 県 知 事 �

１ 資 格 の 有 無

工 事 種 別 資 格 の 有 無

２ 有 効 期 間 年 月 日 か ら 年 月 日 ま

で

愛 媛 県 報平成２２年１２月２４日 第２２３０号

９７２



�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２２年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積

所在地 地目 地積 予定価格

西条市大野３７９番１ 雑種地 １，７８１�
２９，７１０，０００円

西条市大野３７９番４ 宅 地 ４３５．５８�

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当しない者であること。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

規定に該当する者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力

団」という。）及び警察当局から排除要請がある者

� 入札参加申込書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ入札参

加申込書を次により提出すること。入札参加申込書の提出のな

い者の入札への参加は認めない。

ア 提出期間

平成２２年１２月２４日（金）から平成２３年１月２４日（月）まで

の執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午

後５時１５分までをいう。）

イ 提出場所

愛媛県農林水産部森林局森林整備課公有林整備係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２―２６０２

ウ 提出方法

持参又は郵送等（書留郵便又は民間事業者による信書の送

達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定

する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信

書便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち

書留郵便に準ずるものに限る。以下同じ。）により提出する

こと。電送による提出は、認めない。

エ 郵送等による提出の取扱い

郵送等による提出の場合は、平成２３年１月２４日（月）午後

５時１５分までに、イに掲げる場所に必着のこと。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書及び入札参加申込書の交

付場所並びに問い合わせ先

�イに掲げる場所
イ 入札心得書及び入札参加申込書の交付方法

�イに掲げる場所で交付する。
ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成２３年１月１２日（水）午前１１時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成２３年２月８日（火）午前１０時

� 入札及び開札の場所

愛媛県西条市丹原町池田１６１１番地

愛媛県東予地方局西条第二庁舎４階大会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金

を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代

理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をし

た小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付

しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者
に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無

効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規

定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格を

もって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を風俗

営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項

に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用

に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売り

払う土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地

を第三者に貸してはならない。

イ 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を暴力

団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある

団体等であることが指定されているものの事務所その他これ

に類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを

知りながら、売り払う土地の所有権を第三者に移転し、若し

くは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

ウ ア又はイの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約

金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

�������
�公 告

海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画について

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第７７号）

愛 媛 県 報平成２２年１２月２４日 第２２３０号
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第４条第７項の規定に基づき、海洋生物資源の保存及び管理に関す

る愛媛県計画（平成２２年６月２２日付け公告）を次のとおり変更した。

平成２２年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画

１ 海洋生物資源の保存及び管理に関する方針

県は、海洋生物資源の保存及び管理の一層の推進を図るため、

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第７７号。

以下「法」という。）第３条第１項に規定する基本計画において

定められた第１種特定海洋生物資源ごとの本県における漁獲可能

量（以下「知事管理量」という。）及び第２種特定海洋生物資源

の本県の漁業者に係る漁獲努力可能量（以下「知事管理努力量」

という。）の管理に関し、次のとおり必要な措置を講じることと

する。

� 必要に応じて漁業者等の指導、採捕の数量又は漁獲努力量の

公表その他の知事管理量及び知事管理努力量の管理の実効性を

担保するための措置を講じるため、本県における第１種特定海

洋生物資源の採捕実績（他県からの入漁者の採捕実績を含む。）

及び本県の漁業者に係る第２種特定海洋生物資源の操業実績の

的確な把握に努める。

� 海洋生物資源の分布、回遊状況及び内容、当該資源を取り巻

く環境等についてのより詳細な科学的データ及び知見を蓄積す

るため、愛媛県農林水産研究所水産研究センターを中心とし、

国又は関係都道府県との連携の下、資源調査体制の充実強化を

図る。

また、引き続き従来からの資源管理型漁業を推進するほか、

法第１３条第２項に規定する協定に係る制度（以下「協定制度」

という。）の活用等により、漁業者等による自主的な資源管理

を推進することとする。

なお、本県における海洋生物資源の保存及び管理の推進に当

たっては、他県からの入漁者の採捕実績に対し妥当な配慮を払

うものとする。

２ 知事管理量に関する事項

平成２２年及び平成２３年の知事管理量は、次表のとおりである。

第１種特定
海洋生物資
源

知 事 管 理 量

平成２２年 平成２３年

平成２２年１月
から１２月まで

平成２２年７月
から平成２３年
６月まで

平成２３年１月
から１２月まで

平成２３年７月
から平成２３年
６月まで

まあじ ８，０００トン ８，０００トン

まいわし 若 干 若 干

まさば及び
ごまさば

若 干 （注）

（注）平成２３年のまさば及びごまさばの漁獲可能量については、管理の対
象となる期間が開始する前までに設定する。

３ 知事管理量の採捕の種類別の数量に関する事項

平成２２年及び平成２３年の知事管理量の採捕の種類別に定める数

量は、次表のとおりとする。

また、資源に対する漁獲圧力が無視できるほど小さいと認めら

れる漁業種類については、数量を明示しないこととした。

第１種特定海洋

生物資源
採捕の種類

数 量

平成２２年１月
から１２月まで

平成２３年１月
から１２月まで

まあじ
中型まき網漁業
及び小型まき網
漁業

５，６００トン ５，６００トン

４ 知事管理量（まあじにあっては、採捕の種類別の数量）に関し

実施すべき施策に関する事項

� 中型まき網漁業及び小型まき網漁業については、許可隻数を

現状以下とする等従来の操業規制を維持するほか、経済的・合

理的な漁獲のための漁業者による自主的な管理を推進するため、

協定制度の普及及び定着を図ることとする。

なお、これらの漁業を営む者に対しては、採捕数量の報告を

義務付けることとする。

� まあじの採捕を目的とする一本釣り漁業及び遊漁については、

その実態の把握に努め、数量管理の在り方について検討するこ

ととする。

� まいわし並びにまさば及びごまさばについては、現状以上に

漁獲努力量を増加させることがないように努めるとともに、漁

獲数量が前年の漁獲実績程度となるように努めることとする。

５ 知事管理努力量に関する事項

平成２２年及び平成２３年の知事管理努力量は、次表のとおりであ

る。

第２
種特
定海
洋生
物資
源

採捕
の種
類

知 事 管 理 努 力 量

瀬戸内海 瀬戸内海 宇和海 宇和海

平成２２
年４月
１日か
ら６月
３０日ま
で

平成２２
年９月
１日か
ら１１月
３０日ま
で

平成２３
年４月
１日か
ら６月
３０日ま
で

平成２３
年９月
１日か
ら１１月
３０日ま
で

平成２２
年１０月
１日か
ら１２月
３１日ま
で

平成２３
年１０月
１日か
ら１２月
３１日ま
で

さわ
ら

さわ
ら流
し網
漁業

１６，５９０隻
日

５，８８０隻
日

１６，５９０隻
日

５，８８０隻
日

７，４９０隻
日

７，４９０隻
日

６ 知事管理努力量の採捕の種類別及び海域別の数量に関する事項

平成２２年及び平成２３年の知事管理努力量の採捕の種類別及び海

域別に定める数量は、次表のとおりとする。

第２種
特定海
洋生物
資源

採捕の
種類 海 域 期 間 漁獲努力量

さわら

流し網漁
業 の う
ち、さわ
ら流し網
漁業及び
さごし、
めじか流
し網漁業

サワラ瀬戸内
海系群資源回
復計画に規定
する燧灘及び
安芸灘

平成２２年４月１日
から６月３０日まで

１６，５９０隻日

平成２３年４月１日
から６月３０日まで

１６，５９０隻日

サワラ瀬戸内
海系群資源回
復計画に規定
する伊予灘

平成２２年９月１日
から１１月３０日まで

５，８８０隻日

平成２３年９月１日
から１１月３０日まで

５，８８０隻日

サワラ瀬戸内
海系群資源回
復計画に規定
する宇和海

平成２２年１０月１日
から１２月３１日まで

７，４９０隻日

平成２３年１０月１日
から１２月３１日まで

７，４９０隻日
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正 誤

７ 知事管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項

� 瀬戸内海のさわらの資源の回復を図るため国が策定したサワ

ラ瀬戸内海系群資源回復計画の着実な実施を推進するとともに、

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６８条第１項の規定に基づく

瀬戸内海広域漁業調整委員会の指示による操業制限等が遵守さ

れるように努めることとする。

� さわら流し網漁業及びさごし、めじか流し網漁業については、

許可隻数を現状以下とする等従来の操業規制を維持するほか、

経済的・合理的な漁獲のための漁業者による自主的な管理を推

進するため、協定制度の普及及び定着を図ることとする。

なお、これらの漁業を営む者に対しては、操業海域ごとにそ

れぞれ４月１日から６月３０日までの間、９月１日から１１月３０日

までの間及び１０月１日から１２月３１日までの間における操業実績

の報告を義務付けることとする。

８ その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項

� 海洋生物資源の保存及び管理をより一層推進するためには、

より詳細かつ正確な資源状況の把握が必要であることから、漁

獲情報を的確に把握するとともに、資源に関する調査研究の充

実強化を更に進めることとする。

� 海洋生物資源の保存及び管理を推進するため、小型魚や産卵

親魚の保護等に向けた取組を進めることとする。

�正 誤

平成２２年１２月７日付け第２２２５号愛媛県規則第４３号（愛媛県林業・

木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則）中

ページ 箇 所 誤 正

９３７
上から３行目
（規則末尾に
追加）

附 則
この規則は、公布の日
から施行する。

平成２２年１２月２４日 発行
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